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●
調
査
し
た
設
立
認
可
法
人
ご
と
の
役
員
数
、
財
務
諸
表
等
の
届
出
・
備
置
き
の
状
況
等

【
学
校
法
人
】

事
業
報
告
書

財
産
目
録

貸
借
対
照
表

収
支
計
算
書

監
事
の
監
査

報
告
書

1
文
部
科
学
大
臣

1
4

2
3
6

○
○

○
○

○
○

○
2

文
部
科
学
大
臣

1
5

2
3
1

○
○

○
○

○
○

○
3

文
部
科
学
大
臣

8
2

1
8

○
○

○
○

○
○

○
4

文
部
科
学
大
臣

1
4

2
2
9

○
○

○
○

○
○

○
5

文
部
科
学
大
臣

8
2

2
4

○
○

○
○

○
○

○
6

文
部
科
学
大
臣

7
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
7

文
部
科
学
大
臣

1
1

2
2
3

○
○

○
○

○
○

○
8

文
部
科
学
大
臣

6
2

1
3

○
×

○
○

○
○

○
9

文
部
科
学
大
臣

9
2

1
9

○
○

○
○

○
○

○
1
0

文
部
科
学
大
臣

8
2

2
3

○
×

×
×

×
×

○
1
1

文
部
科
学
大
臣

1
2

2
3
0

○
○

○
○

○
○

○
1
2

文
部
科
学
大
臣

6
2

1
2

○
○

○
○

○
○

○
1
3

文
部
科
学
大
臣

7
2

1
7

○
×

×
×

×
×

○
1
4

文
部
科
学
大
臣

6
2

1
5

－
○

○
○

○
○

○
1
5

文
部
科
学
大
臣

7
2

2
2

－
○

○
○

○
○

○
1
6

文
部
科
学
大
臣

6
2

1
5

－
○

○
○

○
○

○
1
7

都
道
府
県
知
事

5
2

1
6

○
○

○
○

○
○

○
1
8

都
道
府
県
知
事

1
0

2
2
4

○
○

○
○

○
○

○
1
9

都
道
府
県
知
事

5
2

1
1

○
○

○
○

○
○

○
2
0

都
道
府
県
知
事

7
2

1
7

○
○

○
○

○
○

○
2
1

都
道
府
県
知
事

5
2

1
3

○
○

○
○

○
○

○
2
2

都
道
府
県
知
事

9
2

1
9

－
○

○
○

○
○

－
2
3

都
道
府
県
知
事

6
2

1
3

○
○

○
○

○
○

－
2
4

都
道
府
県
知
事

5
2

1
1

○
○

○
○

○
○

○
2
5

都
道
府
県
知
事

6
2

2
1

○
○

○
○

○
○

○
2
6

都
道
府
県
知
事

7
2

1
7

○
○

○
○

○
○

○
2
7

都
道
府
県
知
事

6
2

1
3

○
○

○
○

○
○

－
2
8

都
道
府
県
知
事

7
2

1
8

－
○

○
○

○
○

－
2
9

都
道
府
県
知
事

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
3
0

都
道
府
県
知
事

1
5

2
3
2

○
○

○
○

○
○

○
3
1

都
道
府
県
知
事

5
2

1
1

－
－

－
－

－
－

－
（
注
）
１

当
省
の
調
査
（
平
成
2
5
年
４
月
～
７
月
）
の
結
果
に
よ
る
。

２
「
財
務
諸
表
等
の
届
出
」
、
「
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
」
、
「
実
地
調
査
の
受
検
」
の
欄
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
が
「
有
」
の
場
合
は
「
○
」
と
、
「
無
」
の
場
合
は
「
×
」
と
し
て
い
る
。

３
「
財
務
諸
表
等
の
届
出
」
の
欄
の
「
－
」
は
、
法
人
が
補
助
金
を
受
け
て
お
ら
ず
、
所
管
庁
へ
の
財
務
諸
表
等
の
提
出
義
務
が
な
い
も
の
で
あ
る
。

４
「
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
」
の
欄
の
「
－
」
は
、
法
人
の
認
可
後
、
一
会
計
年
度
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

５
「
実
地
調
査
の
受
検
」
の
欄
の
「
－
」
の
法
人
は
、
補
助
金
を
受
け
て
い
な
い
た
め
検
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

６
№
1
4
～
1
6
の
法
人
は
、
補
助
金
を
受
け
て
い
な
い
た
め
「
財
務
諸
表
等
の
届
出
」
欄
は
「
－
」
と
し
て
い
る
が
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
学
部
・
学
科
等
の
認
可
後
、
一
定
期
間
「
大
学
等
設
置
に
係
る

寄
附
行
為
（
変
更
）
認
可
後
の
財
政
状
況
及
び
施
設
等
整
備
状
況
調
査
」
を
実
施
し
、
そ
の
中
で
実
地
調
査
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
「
実
地
調
査
の
受
検
」
欄
は
「
○
」
と
記
載
し
て
い
る
。

７
№
2
5
の
法
人
の
評
議
員
数
は
寄
附
行
為
に
規
定
さ
れ
た
上
限
の
人
数
で
あ
る
。

所
轄
庁

№
実
地
調
査
の

受
検

財
務
諸
表
等

の
届
出

財
務
諸
表
等
の
備
置
き

評
議
員
（
人
）

監
事
（
人
）

理
事
（
人
）

資
－
１
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●
所

轄
庁

ご
と
の
認

可
の
審
査
基
準
の
定
め
・
公
表
等
の
状

況

【
学

校
法

人
】

＜
文

部
科

学
省

＞

№
認

可
の
審
査
基
準
の

定
め

審
査
基
準
の
公

表
認

可
に
係

る
標

準
処

理
期

間
の
定

め
・
公

表

指
導

監
督

基
準

の
定

め
指

導
監
督
基
準
の
公

表
財
務
諸
表
等
の
備
置

き
の
確

認
監
事
監
査
に
係
る
指

導

文
部

科
学

省
○

○
○

○
○

○
○

＜
都

道
府

県
＞

№
認

可
の
審
査
基
準
の

定
め

審
査
基
準
の
公

表
認

可
に
係

る
標

準
処

理
期

間
の
定

め
・
公

表

指
導

監
督

基
準

の
定

め
指

導
監
督
基
準
の
公

表
財
務
諸
表
等
の
備
置

き
の
確

認
監
事
監
査
に
係
る
指

導

1
○

○
○

×
－

○
○

2
○

○
○

×
－

○
×

3
○

○
○

○
×

○
×

4
○

○
○

○
×

○
○

5
○

○
○

×
－

×
○

6
○

○
○

○
○

○
○

7
○

○
○

×
－

○
○

8
○

○
○

○
×

○
○

9
○

○
○

○
○

○
○

1
0

○
○

○
○

×
○

○
1
1

○
○

○
×

－
○

×
1
2

○
○

○
×

－
×

×
1
3

○
○

○
○

×
○

○
1
4

○
○

○
○

○
○

○
（
注
）
１

当
省
の
調
査
（
平

成
2
5
年

４
月

～
７
月

）
の
結

果
に
よ
る
。

２
そ
れ
ぞ
れ
の
欄

で
整

理
し
て
い
る
事

項
が
「
有

」
の
場
合
は
「
○
」
と
、
「
無
」
の
場
合
は
「
×
」
と
、
該
当
が
な
い
場
合
は
「
－

」
と
し
て
い
る
。

３
「
認
可
の
審

査
基

準
の
定

め
」
欄

は
、
文

部
科

学
大
臣
が
策
定
し
て
い
る
基
準
を
用
い
て
い
る
都
道
府
県
も
「
○
」
と
し
て
い
る
。
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●
調
査
し
た
設
立
認
可
法
人
ご
と
の
役
員
数
、
財
務
諸
表
等
の
届
出
・
備
置
き
の
状
況
等

【
医
療
法
人
】

№
事
業
報
告

書
財
産
目
録

貸
借
対
照

表
損
益
計
算

書
監
事
の
監

査
報
告
書

定
款
又
は

寄
附
行
為

1
厚
生
労
働
大
臣

1
0

2
1
1

○
×

×
×

×
×

×
○

×
2

厚
生
労
働
大
臣

2
4

1
1
1

○
×

×
×

×
×

×
×

×
3

厚
生
労
働
大
臣

6
2

8
○

○
○

○
○

○
○

○
×

4
厚
生
労
働
大
臣

1
0

2
1
5

○
○

○
○

○
○

○
○

×
5

厚
生
労
働
大
臣

1
5

2
6

○
×

×
×

×
×

×
×

×
6

厚
生
労
働
大
臣

1
3

2
1
5

○
×

×
×

×
×

×
×

×
7

厚
生
労
働
大
臣

8
2

3
○

×
×

×
×

×
×

×
×

8
厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
5

○
×

×
×

×
×

×
×

×
9

厚
生
労
働
大
臣

5
1

5
－

－
－

－
－

－
－

－
×

1
0

厚
生
労
働
大
臣

6
2

7
○

×
×

×
×

×
×

○
×

1
1

厚
生
労
働
大
臣

6
1

4
○

○
○

○
○

○
○

○
×

1
2

厚
生
労
働
大
臣

7
3

4
○

×
×

×
×

×
×

×
×

1
3

厚
生
労
働
大
臣

7
2

2
0

○
×

×
×

×
×

×
×

×
1
4

厚
生
労
働
大
臣

2
0

2
4

○
×

×
×

×
×

×
○

×
1
5

厚
生
労
働
大
臣

6
1

8
○

○
○

○
○

○
○

×
×

1
6

厚
生
労
働
大
臣

4
1

4
○

×
×

×
×

×
×

○
×

1
7

厚
生
労
働
大
臣

1
6

2
7

○
○

○
○

○
○

○
×

×
1
8

厚
生
労
働
大
臣

8
1

3
○

×
×

×
×

×
×

×
×

1
9

厚
生
労
働
大
臣

1
7

2
6

○
○

○
○

○
○

○
○

×
2
0

厚
生
労
働
大
臣

5
1

3
○

×
×

×
×

×
×

×
×

2
1

厚
生
労
働
大
臣

4
1

5
○

×
×

×
×

×
×

○
×

2
2

厚
生
労
働
大
臣

7
1

2
○

×
×

×
×

×
×

×
×

2
3

厚
生
労
働
大
臣

8
1

2
○

×
×

×
×

×
×

×
×

2
4

厚
生
労
働
大
臣

4
1

4
○

○
○

○
○

○
○

×
×

2
5

厚
生
労
働
大
臣

3
1

3
○

×
×

×
×

×
×

×
×

2
6

厚
生
労
働
大
臣

4
1

4
－

－
－

－
－

－
－

－
×

2
7

厚
生
労
働
大
臣

5
1

3
○

×
×

×
×

×
×

○
×

2
8

厚
生
労
働
大
臣

5
2

5
○

×
×

×
×

×
×

○
×

2
9

厚
生
労
働
大
臣

3
1

4
○

×
×

×
×

×
×

×
×

（
注
）
１

当
省
の
調
査
（
平
成
2
5
年
４
月
～
７
月
）
の
結
果
に
よ
る
。

２
「
財
務
諸
表
等
の
届
出
」
、
「
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
」
、
「
外
部
監
査
の
活
用
」
、
「
立
入
検
査
の
受
検
」
の
欄
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
が
「
有
」
の
場
合
は
「
○
」
と
、
「
無
」
の
場
合
は
「
×
」

と
し
て
い
る
。

３
№
９
及
び
2
6
の
法
人
の
「
－
」
は
、
「
財
務
諸
表
等
の
届
出
」
、
「
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
」
及
び
「
外
部
監
査
の
活
用
」
の
状
況
を
確
認
を
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

所
轄
庁

外
部
監
査

の
活
用

立
入
検
査

の
受
検

財
務
諸
表
等
の
備
置
き

財
務
諸
表

等
の
届
出

社
員
又
は

評
議
員

（
人
）

監
事
（
人
）

理
事
（
人
）

資
－
２
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●
所
轄
庁
ご
と
の
認
可
の
審
査
基
準
の
定
め
・
公
表
等
の
状
況

【
医
療
法
人
】

＜
本
省
＞

認
可
の
審
査
基
準

の
定
め

審
査
基
準
の
公
表

認
可
に
係
る
標
準

処
理
期
間
の
定
め
・

公
表

指
導
監
督
基
準
の

定
め

指
導
監
督
基
準
の

公
表

財
務
情
報
等
の
備

置
き
の
確
認

監
事
監
査
に
係
る

指
導

厚
生
労
働
省
本
省

○
○

○
○

○
×

×

＜
地
方
厚
生
（
支
）
局
＞

東
北
厚
生
局

関
東
信
越
厚
生
局

東
海
北
陸
厚
生
局

近
畿
厚
生
局

中
国
四
国
厚
生
局

四
国
厚
生
支
局

九
州
厚
生
局

（
注
）
１

当
省
の
調
査
（
平
成
2
5
年
４
月
～
７
月
）
の
結
果
に
よ
る
。

２
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
で
整
理
し
て
い
る
事
項
が
「
有
」
の
場
合
は
「
○
」
と
、
「
無
」
の
場
合
は
「
×
」
と
、
該
当
の
な
い
場
合
は
「
－
」
と
し
て
い
る
。

×
－

×
×

×
－

×
×

×
－

×
×

○
×

×
×

×
－

×
×

×
－

×
×

指
導
監
督
基
準
の
定
め
（
地
方
厚
生

（
支
）
局
独
自
の
も
の
）

指
導
監
督
基
準
の
公
表

財
務
情
報
等
の
備
置
き
の
確
認

監
事
監
査
に
係
る
指
導

×
－

×
×
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●
調

査
し
た
設

立
認

可
法

人
ご
と
の
役

員
数

、
財

務
諸

表
等

の
届

出
・
備

置
き
の
状

況
等

【
社

会
福

祉
法

人
】

事
業

報
告

書
財

産
目

録
貸

借
対

照
表

収
支

計
算

書

監
事

の
意

見
を
記

載
し

た
書

面

公
認

会
計

士
に
よ
る
監

査

公
認

会
計

士
以

外
（
税

理
士

等
）
に

よ
る
監

査
1

厚
生

労
働

大
臣

児
童

系
6

2
○

×
×

×
×

×
×

×
○

2
厚

生
労

働
大

臣
児

童
系

7
2

○
○

○
○

○
○

×
×

×

3
厚

生
労

働
大

臣
児

童
系

6
2

○
○

○
○

○
○

×
○

×

4
厚

生
労

働
大

臣
児

童
系

1
0

2
○

○
○

○
○

○
○

×
○

5
厚

生
労

働
大

臣
児

童
系

6
2

○
○

○
○

○
○

○
×

×

6
厚

生
労

働
大

臣
児

童
系

7
2

○
○

○
○

○
○

×
×

○

7
厚

生
労

働
大

臣
児

童
系

6
2

○
×

×
×

×
×

×
○

×

8
厚

生
労

働
大

臣
児

童
系

6
2

○
○

○
○

○
○

×
×

×

9
厚

生
労

働
大

臣
児

童
系

1
0

2
○

－
－

－
－

－
○

○
○

1
0

厚
生

労
働

大
臣

児
童

系
6

2
○

○
○

○
○

○
○

×
×

1
1

厚
生

労
働

大
臣

児
童

系
8

2
○

○
○

○
○

○
×

×
×

1
2

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
9

2
○

○
○

○
○

×
×

×
×

1
3

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
1
0

2
○

－
－

－
－

－
×

×
×

1
4

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
1
0

2
○

○
○

○
○

○
○

×
×

1
5

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
8

2
○

×
×

×
×

×
×

×
×

1
6

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
1
3

2
○

○
○

○
○

○
○

×
×

1
7

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
9

2
○

○
○

○
○

○
×

×
×

1
8

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
7

2
○

×
×

○
○

×
×

○
○

1
9

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
7

2
○

－
－

－
－

－
×

×
×

2
0

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
6

2
○

○
○

○
○

○
○

×
×

2
1

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
7

2
○

○
○

○
○

○
○

×
×

2
2

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
6

2
○

○
○

○
○

×
○

×
×

2
3

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
1
1

2
○

○
○

○
○

○
×

×
×

2
4

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
6

2
○

○
○

○
○

○
×

×
×

2
5

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
6

2
○

○
○

○
○

○
○

×
×

2
6

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
6

2
○

×
○

○
○

×
○

×
○

2
7

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
7

2
○

○
○

○
○

○
×

×
○

外
部

監
査

の
活

用
財

務
諸

表
等

の
届

出
の
有

無
監

事
（
人

）
理

事
（
人

）
区

分
所

轄
庁

№

積
立

金
の

使
途

に
関

す
る
計

画
の
策

定

財
務

諸
表

等
の
備

置
き

資
－

３
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事
業

報
告

書
財

産
目

録
貸

借
対

照
表

収
支

計
算

書

監
事

の
意

見
を
記

載
し

た
書

面

公
認

会
計

士
に
よ
る
監

査

公
認

会
計

士
以

外
（
税

理
士

等
）
に

よ
る
監

査
2
8

厚
生

労
働

大
臣

老
人

系
8

2
○

○
○

○
○

○
×

○
×

2
9

厚
生

労
働

大
臣

障
害

者
系

1
0

2
○

○
○

○
○

×
○

×
×

3
0

厚
生

労
働

大
臣

障
害

者
系

8
2

○
×

×
×

×
×

×
×

×

3
1

厚
生

労
働

大
臣

障
害

者
系

1
1

2
○

○
○

○
○

○
○

○
×

3
2

厚
生

労
働

大
臣

障
害

者
系

6
2

○
×

○
○

○
×

○
×

○

3
3

厚
生

労
働

大
臣

障
害

者
系

1
0

2
○

－
－

－
－

－
×

○
×

3
4

厚
生

労
働

大
臣

障
害

者
系

6
2

○
×

×
×

×
×

○
×

×

3
5

厚
生

労
働

大
臣

障
害

者
系

6
2

○
○

○
○

○
○

×
○

×

3
6

都
道

府
県

知
事

老
人

系
1
2

2
○

×
×

×
×

×
×

○
×

3
7

都
道

府
県

知
事

老
人

系
6

2
○

○
○

○
○

○
○

×
×

3
8

都
道

府
県

知
事

老
人

系
1
0

2
○

○
○

○
○

○
×

×
×

3
9

都
道

府
県

知
事

老
人

系
7

2
○

－
－

－
－

－
×

×
×

4
0

都
道

府
県

知
事

老
人

系
6

2
○

○
○

○
○

○
○

×
×

4
1

都
道

府
県

知
事

老
人

系
6

2
○

×
×

×
×

×
○

×
×

4
2

都
道

府
県

知
事

老
人

系
6

2
○

－
－

－
－

－
○

×
×

4
3

都
道

府
県

知
事

老
人

系
6

2
○

○
○

○
○

×
×

×
○

4
4

都
道

府
県

知
事

老
人

系
6

2
○

○
○

○
○

○
○

×
×

4
5

都
道

府
県

知
事

老
人

系
7

2
○

○
○

○
○

×
×

×
×

4
6

都
道

府
県

知
事

老
人

系
6

2
○

－
－

－
－

－
×

×
×

4
7

都
道

府
県

知
事

老
人

系
6

2
○

×
×

×
×

×
×

×
×

4
8

都
道

府
県

知
事

老
人

系
7

2
○

○
○

○
○

○
×

×
○

4
9

都
道

府
県

知
事

老
人

系
7

2
○

○
○

○
○

○
○

×
×

5
0

都
道

府
県

知
事

老
人

系
6

2
○

○
×

×
×

×
×

×
×

5
1

都
道

府
県

知
事

老
人

系
6

2
○

○
○

○
○

○
×

×
×

5
2

都
道

府
県

知
事

老
人

系
6

2
○

○
○

○
○

○
×

×
×

（
注

）
１

当
省

の
調

査
（
平

成
2
5
年

４
月

～
７
月

）
の
結

果
に
よ
る
。

２
「
財

務
諸

表
等

の
届

出
」
、
「
財

務
諸

表
等

の
備

置
き
」
、
「
積

立
金

の
使

途
に
関

す
る
計

画
の
策

定
」
、
「
外

部
監

査
の
活
用
」
の
欄
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
が
「
有
」
の
場
合
は
「
○
」
と
、
「
無
」

の
場

合
は
「
×

」
と
し
て
い
る
。

３
「
財

務
諸

表
等

の
備

置
き
」
の
欄

の
「
－

」
は
、
今

回
の
調

査
に
お

い
て
、
備

置
き
の
状

況
を
確

認
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
示
す
。

４
「
児

童
系

」
と
は
保

育
所

等
の
経

営
を
主

に
行

う
法

人
、
「
老

人
系

」
と
は
養

護
老

人
ホ
ー

ム
等

の
経

営
を
主
に
行

う
法
人
、
「
障
害
者
系
」
と
は
障
害
者
支
援
施
設
等
の
経
営
を
主
に
行
う
法
人
を
示
す
。

№
所

轄
庁

区
分

理
事

（
人

）
監

事
（
人

）
財

務
諸

表
等

の
届

出

財
務

諸
表

等
の
備

置
き

積
立

金
の

使
途

に
関

す
る
計

画
の
策

定

外
部

監
査

の
活

用
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●
所
轄
庁
ご
と
の
認
可
の
審
査
基
準
の
定
め
・
公
表
等
の
状
況

【
社
会
福
祉
法
人
】

＜
本
省
＞ №

厚
生
労
働
省
本
省

＜
地
方
厚
生
局
＞

北
海
道
厚
生
局

東
北
厚
生
局

関
東
信
越
厚
生
局

東
海
北
陸
厚
生
局

近
畿
厚
生
局

中
国
四
国
厚
生
局

九
州
厚
生
局

＜
都
道
府
県
＞

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

（
注

）
１

当
省

の
調

査
（
平

成
2
5
年

４
月

～
７
月

）
の
結

果
に
よ
る
。

２
そ
れ
ぞ
れ
の
欄

で
整

理
し
て
い
る
事

項
が
「
有

」
の
場

合
は
「
○

」
と
、
「
無

」
の
場

合
は
「
×

」
と
、
該

当
の
な
い
場

合
は
「
－

」
と
し
て
い
る
。

３
指

導
監

督
基

準
の
策

定
及

び
公

表
は
、
行

政
手

続
法

等
に
基

づ
く
義

務
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

× × × × ○ ○ ○ ××

認
可
の
審
査
基
準
の

定
め

× ○ × × ○ × ○

認
可
の
審
査
基
準
の

定
め

○

認
可
の
審
査
基
準
の

定
め
（
地
方
厚
生
局
独

自
の
も
の
） × × × × × ×

○
○

○
○

○
○

審
査
基
準
の
公
表

認
可
に
係
る
標
準
処

理
期
間
の
定
め
・
公
表

指
導
監
督
基
準
の
定

め
指
導
監
督
基
準
の
公

表
財
務
情
報
等
の
備
置

き
の
確
認

監
事
監
査
に
係
る
指

導

－
○

×
－

○
○

審
査
基
準
の
公
表

認
可
に
係
る
標
準
処

理
期
間
の
定
め
・
公
表

指
導
監
督
基
準
の
定

め
（
地
方
厚
生
局
独
自

の
も
の
）

指
導
監
督
基
準
の
公

表
財
務
情
報
等
の
備
置

き
の
確
認

監
事
監
査
に
係
る
指

導

－
○

×
－

×
○

－
○

×
－

○
○

－
○

×
－

○
○

－
○

×
－

○
○

－
○

×
－

×
○ ○

×
－

×
○

－ －
○

×
－

○
○

審
査
基
準
の
公
表

認
可
に
係
る
標
準
処

理
期
間
の
定
め
・
公
表

指
導
監
督
基
準
の
定

め
指
導
監
督
基
準
の
公

表
財
務
情
報
等
の
備
置

き
の
確
認

監
事
監
査
に
係
る
指

導

－
○

○
×

×
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

×
○

－
×

×
－

○
○

×
○

×
－

○
○

－
×

×
－

○
○

－
×

○
×

○
○

－
○

○
○

○
○

－
×

○
○

×
○

－
×

×
－

○
○

○
○

○
○

×
○

○
○

○
○

×
○

－
×

○
×

○
○

○
○

○
○

○
○
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●
調
査
し
た
設
立
認
可
法
人
ご
と
の
役
員
数
、
財
務
諸
表
等
の
届
出
・
備
置
き
の
状
況
等

【
健

康
保

険
組

合
】

収
入
支
出

決
算
概
要

表
（
そ
の
１

～
７
）

病
院
診
療

所
収
入
支

出
決
算
概

要
表

直
営
保
養

所
収
入
支

出
決
算
概

要
表

損
益
計
算

書
（
一
般
勘

定
）

貸
借
対
照

表
（
一
般
勘

定
）

事
業
報
告

書
財
産
目
録

1
厚
生
労
働
大
臣

4
2

1
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
2

厚
生
労
働
大
臣

8
2

2
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
3

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
4

厚
生
労
働
大
臣

8
2

1
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
5

厚
生
労
働
大
臣

1
0

2
2
2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
6

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
7

厚
生
労
働
大
臣

8
2

1
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
8

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
9

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
0

厚
生
労
働
大
臣

8
2

2
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
1

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
2

厚
生
労
働
大
臣

8
2

1
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
3

厚
生
労
働
大
臣

8
2

1
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
4

厚
生
労
働
大
臣

8
2

2
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
5

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
6

厚
生
労
働
大
臣

1
0

2
2
2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
7

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
8

厚
生
労
働
大
臣

8
2

2
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
1
9

厚
生
労
働
大
臣

8
2

1
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
2
0

厚
生
労
働
大
臣

8
2

1
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
2
1

厚
生
労
働
大
臣

8
2

1
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
2
2

厚
生
労
働
大
臣

8
2

1
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
2
3

厚
生
労
働
大
臣

1
4

2
6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
2
4

厚
生
労
働
大
臣

1
0

2
2
2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
2
5

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
2
6

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
2
7

厚
生
労
働
大
臣

8
2

1
8

○
－

－
－

－
－

－
－

○
2
8

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
2
9

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
3
0

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
3
1

厚
生
労
働
大
臣

6
2

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
（
注
）
１

当
省
の
調
査
（
平
成
2
5
年
４
月
～
７
月
）
の
結
果
に
よ
る
。

２
「
財
務
諸
表
等
の
届
出
」
、
「
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
」
、
「
実
地
指
導
監
査
の
受
検
」
の
欄
の
「
○
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
が
「
有
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

３
№
2
7
の
法
人
の
「
－
」
は
、
「
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
」
の
状
況
を
確
認
を
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
示
す
。

実
地
指
導

監
査
の
受

検

財
務
諸
表

等
の
届
出

組
合
会
議

員
（
人
）

監
事
（
人
）

理
事
（
人
）

所
轄
庁

№

財
務
諸
表
等
の
備
置
き

資
－
４
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●
所

轄
庁

ご
と
の
認

可
の
審
査
基
準
の
定
め
・
公
表
等
の
状

況

【
健

康
保

険
組

合
】

＜
本

省
＞

設
立
・
規
約
変
更

の
認
可
に
係
る
審

査
基
準
の
定
め

設
立
・
規

約
変

更
の
認
可

に
係

る
審

査
基
準
の
公

表

認
可

に
係

る
標

準
処

理
期

間
の
定

め
・

公
表

指
導

監
督

基
準

の
定

め
指

導
監
督
基
準
の

公
表

財
務
諸
表
等
の
備

置
き
の
確
認

監
事
監
査
に
係
る
指

導

厚
生

労
働

省
本

省
○

○
－

○
○

－
○

＜
地

方
厚

生
（
支

）
局
＞
地
方
厚
生
（
支
）
局

長
に
委
任
さ
れ
た

規
約
変
更
の
認
可

に
係
る
審
査
基
準

地
方
厚
生

（
支

）
局

長
に
委

任
さ
れ
た

規
約
変
更

の
認

可
に
係
る
審
査

基
準

認
可

に
係

る
標

準
処

理
期

間
の
定

め
・

公
表

指
導

監
督

基
準

の
定

め
（
地

方
厚

生
（
支

）
局

独
自

の
も

の
）

指
導

監
督
基
準
の

公
表

（
地
方
厚
生

（
支

）
局
独
自
の
も

の
）

財
務
諸
表
等
の
備

置
き
の
確
認

監
事
監
査
に
係
る
指

導

北
海

道
厚

生
局

－
－

－
×

×
×

○

東
北

厚
生

局
－

－
－

×
×

○
○

関
東

信
越

厚
生

局
－

－
－

×
×

×
○

東
海

北
陸

厚
生

局
－

－
－

×
×

○
○

近
畿

厚
生

局
－

－
－

×
×

○
○

中
国

四
国

厚
生

局
－

－
－

×
×

×
○

四
国

厚
生

支
局

－
－

－
×

×
○

○

九
州

厚
生

局
－

－
－

×
×

×
○

（
注
）
１

当
省
の
調
査
（
平

成
2
5
年

４
月

～
７
月

）
の
結

果
に
よ
る
。

２
そ
れ
ぞ
れ
の
欄

で
整

理
し
て
い
る
事

項
が
「
有

」
の
場
合
は
「
○
」
と
、
「
無
」
の
場
合
は
「
×
」
と
、
該
当
の
な
い
場
合
は
「
－

」
と
し
て
い
る
。

３
＜
本
省
＞
の
「
財

務
諸

表
等

の
備

置
き
の
確

認
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
本
省
で
監
査
を
実
施
し
な
い
た
め
（
地
方
厚
生
（
支

）
局

で
監

査
を
実

施
の
た
め
）
「
－

」
と
表

記
し
て
い
る
。

４
＜
本
省
＞
の
「
認

可
に
係

る
標

準
処

理
期

間
の
定
め
・
公
表
」
、
＜
地
方
厚
生
（
支
）
局
＞
の
「
地
方
厚
生
（
支
）
局
長
に
委

任
さ
れ
た
規

約
変

更
の
認

可
に
係

る
審

査
基

準
の
定

め
」
及

び
「
地
方
厚
生
（
支

）
局

長
に
委

任
さ
れ
た
規

約
変

更
の
認
可
に
係
る
審
査
基
準
の
公
表
」
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
組
合
は
、
行
政

手
続

法
第

４
条

第
２
項

に
よ
り
、
同

法
第

５
条

が
適

用
さ
れ

な
い
た
め
「
－
」
と
し
て
い
る
。
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●
調

査
し
た
設

立
認
可
法
人
ご
と
の
役
員
数
、
財
務

諸
表

等
の
届

出
・
備

置
き
の
状

況
等

【
厚

生
年

金
基

金
】

貸
借

対
照

表
損

益
計

算
書

業
務
報
告
書

監
事
の
意
見

1
厚

生
労

働
大

臣
2
1

2
4
5

○
○

○
○

○
×

○
2

厚
生

労
働

大
臣

1
4

2
3
2

○
×

×
×

×
×

○
3

厚
生

労
働

大
臣

8
2

1
8

○
×

×
×

×
×

○
4

厚
生

労
働

大
臣

1
6

2
3
4

○
○

○
○

○
×

○
5

厚
生

労
働

大
臣

1
2

2
3
0

○
×

×
×

×
×

○
6

厚
生

労
働

大
臣

1
0

2
2
2

○
×

×
×

×
×

○
7

厚
生

労
働

大
臣

8
2

1
6

○
○

○
○

○
×

○
8

厚
生

労
働

大
臣

8
2

2
3

○
×

×
×

×
×

○
9

厚
生

労
働

大
臣

1
2

2
2
8

○
○

○
○

○
×

○
1
0

厚
生

労
働

大
臣

1
6

2
3
3

○
×

×
×

×
×

○
1
1

厚
生

労
働

大
臣

1
0

2
2
2

○
×

×
×

×
×

○
1
2

厚
生

労
働

大
臣

8
2

1
8

○
×

×
×

×
×

○
1
3

厚
生

労
働

大
臣

8
2

2
0

○
×

×
×

×
×

○
1
4

厚
生

労
働

大
臣

1
0

2
2
2

○
×

×
×

×
×

○
1
5

厚
生

労
働

大
臣

8
2

1
8

○
×

×
×

×
×

○
1
6

厚
生

労
働

大
臣

1
0

2
2
2

○
○

○
○

○
×

○
1
7

厚
生

労
働

大
臣

4
2

1
2

○
×

×
×

×
×

○
1
8

厚
生

労
働

大
臣

8
2

1
7

○
×

×
×

×
×

○
1
9

厚
生

労
働

大
臣

8
2

2
0

○
×

×
×

×
×

○
2
0

厚
生

労
働

大
臣

8
2

1
6

○
×

×
×

×
×

○
2
1

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
4

○
×

×
×

×
×

○
2
2

厚
生

労
働

大
臣

8
2

1
8

○
×

×
×

×
×

○
2
3

厚
生

労
働

大
臣

1
6

2
6

○
×

×
×

×
×

○
2
4

厚
生

労
働

大
臣

4
2

1
0

○
×

×
×

×
×

○
2
5

厚
生

労
働

大
臣

1
0

2
2
2

○
×

×
×

×
×

○
2
6

厚
生

労
働

大
臣

8
2

1
8

○
×

×
×

×
×

○
2
7

厚
生

労
働

大
臣

7
2

1
7

○
○

○
○

○
×

○
2
8

厚
生

労
働

大
臣

4
2

1
0

○
×

×
×

×
×

○
（
注
）
１

当
省
の
調

査
（
平

成
2
5
年

４
月

～
７
月

）
の
結

果
に
よ
る
。

２
「
財
務
諸
表
等

の
届

出
」
、
「
財

務
諸

表
等

の
備
置
き
」
、
「
外
部
監
査
の
活
用
」
及
び
「
実
地
監
査
の
受
検
」
の
欄
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事

項
が
「
有

」
の
場

合
は
「
○

」
と
、
「
無

」
の
場

合
は
「
×

」
と

し
て
い
る
。

監
事
（
人
）

理
事
（
人
）

所
轄

庁
№

財
務

諸
表
等
の
備
置
き

実
地
監
査
の

受
検

外
部
監
査
の

活
用

財
務

諸
表

等
の
届

出
代

議
員

（
人

）

資
－
５
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●
所

轄
庁

ご
と

の
認

可
の

審
査

基
準

の
定

め
・
公

表
等

の
状

況

【
厚

生
年

金
基

金
】

＜
本

省
＞

設
立

・
規

約
変

更
の

認
可

に
係

る
審

査
基

準
の

定
め

設
立

・
規

約
変

更
の

認
可

に
係

る
審

査
基

準
の

公
表

認
可

に
係

る
標

準
処

理
期

間
の

定
め

・
公

表

指
導

監
督

基
準

の
定

め
指

導
監

督
基

準
の

公
表

財
務

諸
表

等
の

備
置

き
の

確
認

監
事

監
査

に
係

る
指

導
法

人
の

監
事

に
対

す
る

研
修

厚
生

労
働

省
本

省
○

○
－

○
○

－
○

○

＜
地

方
厚

生
（
支

）
局

＞ 地
方

厚
生

（
支

）
局

長
に

委
任

さ
れ

た
規

約
変

更
の

認
可

に
係

る
審

査
基

準
の

定
め

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
に

委
任

さ
れ

た
規

約
変

更
の

認
可

に
係

る
審

査
基

準
の

公
表

認
可

に
係

る
標

準
処

理
期

間
の

定
め

・
公

表

指
導

監
督

基
準

の
定

め
（
地

方
厚

生
（
支

）
局

独
自

の
も

の
）

指
導

監
督

基
準

の
公

表
（
地

方
厚

生
（
支

）
局

独
自

の
も

の
）

財
務

諸
表

等
の

備
置

き
の

確
認

監
事

監
査

に
係

る
指

導
法

人
の

監
事

に
対

す
る

研
修

北
海

道
厚

生
局

－
－

－
×

×
○

○
×

東
北

厚
生

局
－

－
－

×
×

○
○

×
関

東
信

越
厚

生
局

－
－

－
×

×
○

○
×

東
海

北
陸

厚
生

局
－

－
－

×
×

○
○

×
近

畿
厚

生
局

－
－

－
×

×
×

○
×

中
国

四
国

厚
生

局
－

－
－

×
×

×
○

×
四

国
厚

生
支

局
－

－
－

×
×

○
○

×
九

州
厚

生
局

－
－

－
×

×
×

○
×

  
「
－

」
 と

し
て

い
る

。

法
人

に
お

け
る

業
務

運
営

の
自

主
点

検
に

資
す

る
点

検
シ

ー
ト
等

の
作

成 ×

法
人

に
お

け
る

業
務

運
営

の
自

主
点

検
に

資
す

る
点

検
シ

ー
ト
等

の
作

成 ○ ○○ ×○○

方
厚

生
（
支

）
局

長
に

委
任

さ
れ

た
規

約
変

更
の

認
可

に
係

る
審

査
基

準
の

公
表

」
に

つ
い

て
は

、
厚

生
年

金
基

金
は

、
行

政
手

続
法

第
４

条
第

２
項

に
よ

り
、

同
法

第
５

条
が

適
用

さ
れ

な
 い

た
め

４
＜

本
省

＞
の

「
認

可
に

係
る

標
準

処
理

期
間

の
定

め
・
公

表
」
、

＜
地

方
厚

生
（
支

）
局

＞
の

「
地

方
厚

生
（
支

）
局

長
に

委
任

さ
れ

た
規

約
変

更
の

認
可

に
係

る
審

査
基

準
の

定
め

」
及

び
「
地

○×

（
注

）
１

当
省

の
調

査
（
平

成
2
5
年

４
月

～
７

月
）
の

結
果

に
よ

る
。

２
そ

れ
ぞ

れ
の

欄
で

整
理

し
て

い
る

事
項

が
「
有

」
の

場
合

は
「
○

」
と

、
「
無

」
の

場
合

は
「
×

」
と

し
て

い
る

。
３

＜
本

省
＞

の
「
財

務
諸

表
等

の
備

置
き

の
確

認
」
の

欄
に

つ
い

て
は

、
本

省
で

監
査

を
実

施
し

な
い

た
め

（
地

方
厚

生
（
支

）
局

で
監

査
を

実
施

の
た

め
）
「
－

」
と

し
て

い
る

。
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●
調

査
し
た
設

立
認
可
法
人
ご
と
の
役
員
数
、
財
務

諸
表

等
の
届

出
・
備

置
き
の
状

況
等

【
国

民
年

金
基

金
】

貸
借

対
照

表
損

益
計

算
書

業
務
報
告
書

監
事
の
意
見

1
厚

生
労

働
大

臣
6

2
1
2

○
○

○
○

○
×

○

2
厚

生
労

働
大

臣
6

2
1
0

○
×

×
×

×
×

○

3
厚

生
労

働
大

臣
1
0

2
1
6

○
×

×
×

×
×

○

4
厚

生
労

働
大

臣
1
5

2
2
4

○
×

×
×

×
×

○

5
厚

生
労

働
大

臣
6

2
1
0

○
×

×
×

×
×

○

6
厚

生
労

働
大

臣
1
2

2
2
4

○
×

×
×

×
×

○

7
厚

生
労

働
大

臣
6

2
1
8

○
×

×
×

×
×

○

8
厚

生
労

働
大

臣
6

2
1
6

○
○

○
○

○
×

○

9
厚

生
労

働
大

臣
6

2
1
0

○
○

○
○

○
×

○

1
0

厚
生

労
働

大
臣

9
2

1
2

○
×

×
×

×
×

○

1
1

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
0

○
○

○
○

○
×

○

1
2

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
0

○
○

○
○

○
×

○

1
3

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
0

○
○

○
○

○
×

○

1
4

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
0

○
×

×
×

×
×

○

1
5

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
0

○
×

×
×

×
×

○

1
6

厚
生

労
働

大
臣

9
2

1
5

○
×

×
×

×
×

○

（
注
）
１

当
省
の
調

査
（
平

成
2
5
年

４
月

～
７
月

）
の
結

果
に
よ
る
。

２
「
財
務
諸
表
等

の
届

出
」
、
「
財

務
諸

表
等

の
備
置
き
」
、
「
外
部
監
査
の
活
用
」
及
び
「
実
地
監
査
の
受
検
」
の
欄
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事

項
が
「
有

」
の
場

合
は
「
○

」
と
、
「
無

」
の
場

合
は
「
×

」
と

し
て
い
る
。

監
事
（
人
）

理
事
（
人
）

所
轄

庁
№

財
務

諸
表
等
の
備
置
き

実
地
監
査
の

受
検

外
部
監
査
の

活
用

財
務

諸
表

等
の
届

出
代

議
員

（
人

）

資
－
６
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●
所

轄
庁

ご
と

の
認

可
の

審
査

基
準

の
定

め
・
公

表
等

の
状

況

【
国

民
年

金
基

金
】

＜
本

省
＞

設
立

・
規

約
変

更
の

認
可

に
係

る
審

査
基

準
の

定
め

設
立

・
規

約
変

更
の

認
可

に
係

る
審

査
基

準
の

公
表

認
可

に
係

る
標

準
処

理
期

間
の

定
め

・
公

表

指
導

監
督

基
準

の
定

め
指

導
監

督
基

準
の

公
表

財
務

諸
表

等
の

備
置

き
の

確
認

監
事

監
査

に
係

る
指

導
法

人
の

監
事

に
対

す
る

研
修

法
人

に
お

け
る

業
務

運
営

の
自

主
点

検
に

資
す

る
点

検
シ

ー
ト
等

の
作

成
厚

生
労

働
省

本
省

○
○

－
○

○
－

○
×

×

＜
地

方
厚

生
（
支

）
局

＞ 地
方

厚
生

（
支

）
局

長
に

委
任

さ
れ

た
規

約
変

更
の

認
可

に
係

る
審

査
基

準
の

定
め

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
に

委
任

さ
れ

た
規

約
変

更
の

認
可

に
係

る
審

査
基

準
の

公
表

認
可

に
係

る
標

準
処

理
期

間
の

定
め

・
公

表

指
導

監
督

基
準

の
定

め
（
地

方
厚

生
（
支

）
局

独
自

の
も

の
）

指
導

監
督

基
準

の
公

表
（
地

方
厚

生
（
支

）
局

独
自

の
も

の
）

財
務

諸
表

等
の

備
置

き
の

確
認

監
事

監
査

に
係

る
指

導
法

人
の

監
事

に
対

す
る

研
修

法
人

に
お

け
る

業
務

運
営

の
自

主
点

検
に

資
す

る
点

検
シ

ー
ト
等

の
作

成
北

海
道

厚
生

局
－

－
－

×
×

○
○

×
×

東
北

厚
生

局
－

－
－

×
×

○
○

×
×

関
東

信
越

厚
生

局
－

－
－

×
×

○
○

×
○

東
海

北
陸

厚
生

局
－

－
－

×
×

○
○

×
×

中
国

四
国

厚
生

局
－

－
－

×
×

○
○

×
×

四
国

厚
生

支
局

－
－

－
×

×
○

○
×

×
（
注

）
１

当
省

の
調

査
（
平

成
2
5
年

４
月

～
７

月
）
の

結
果

に
よ

る
。

２
そ

れ
ぞ

れ
の

欄
で

整
理

し
て

い
る

事
項

が
「
有

」
の

場
合

は
「
○

」
と

、
「
無

」
の

場
合

は
「
×

」
と

し
て

い
る

。

４
＜

本
省

＞
の

「
認

可
に

係
る

標
準

処
理

期
間

の
定

め
・
公

表
」
、

＜
地

方
厚

生
（
支

）
局

＞
の

「
地

方
厚

生
（
支

）
局

長
に

委
任

さ
れ

た
規

約
変

更
の

認
可

に
係

る
審

査
基

準
の

定
め

」
及

び
３

＜
本

省
＞

の
「
財

務
諸

表
等

の
備

置
き

の
確

認
」
の

欄
に

つ
い

て
は

、
本

省
で

監
査

を
実

施
し

な
い

た
め

（
地

方
厚

生
（
支

）
局

で
監

査
を

実
施

の
た

め
）
「
－

」
と

し
て

い
る

。

 「
地

方
厚

生
（
支

）
局

長
に

委
任

さ
れ

た
規

約
変

更
の

認
可

に
係

る
審

査
基

準
の

公
表

」
に

つ
い

て
は

、
国

民
年

金
基

金
は

、
行

政
手

続
法

第
４

条
第

２
項

に
よ

り
、

同
法

第
５

条
が

適
用

さ
 

 
れ

な
い

た
め

「
－

」
と

し
て

い
る

。
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●
調

査
し
た
設

立
認
可
法
人
ご
と
の
役
員
数
、
財
務

諸
表

等
の
届

出
・
備

置
き
の
状

況
等

【
企

業
年

金
基

金
】

財
務

諸
表

等
の
備

置
き

確
定

給
付

企
業

年
金

の
事

業
及

び
決

算
に
関

す
る

報
告

書

1
厚

生
労

働
大

臣
8

2
1
8

○
×

×
○

○
2

厚
生

労
働

大
臣

8
2

1
8

○
×

×
○

○
3

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
6

○
×

×
×

×
4

厚
生

労
働

大
臣

8
2

2
0

○
○

○
○

○
5

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
4

○
○

×
○

×
6

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
2

○
○

×
○

×
7

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
4

○
○

×
○

○
8

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
4

○
○

×
×

×
9

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
8

○
○

×
×

×
1
0

厚
生

労
働

大
臣

1
2

2
3
2

○
○

×
○

○
1
1

厚
生

労
働

大
臣

8
2

2
4

○
×

×
×

×
1
2

厚
生

労
働

大
臣

8
2

2
0

○
×

×
×

×
1
3

厚
生

労
働

大
臣

8
2

1
4

○
×

×
○

×
1
4

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
4

○
○

×
×

×
1
5

厚
生

労
働

大
臣

8
2

1
8

○
○

×
○

×
1
6

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
3

○
○

×
○

×
1
7

厚
生

労
働

大
臣

8
2

2
0

○
×

×
×

×
1
8

厚
生

労
働

大
臣

1
2

2
2
6

○
×

○
×

×
1
9

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
4

○
×

×
×

×
2
0

厚
生

労
働

大
臣

6
2

8
○

×
×

×
×

2
1

厚
生

労
働

大
臣

4
2

8
○

×
×

○
×

2
2

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
4

○
×

×
×

×
2
3

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
2

○
×

×
○

×
2
4

厚
生

労
働

大
臣

4
2

1
2

○
×

×
○

×
2
5

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
4

○
×

×
×

×
2
6

厚
生

労
働

大
臣

6
2

1
4

○
○

×
×

×
（
注
）
１

当
省
の
調

査
（
平

成
2
5
年

４
月

～
７
月

）
の
結

果
に
よ
る
。

２
「
財
務
諸
表
等

の
届

出
」
、
「
財

務
諸

表
等

の
備

置
き
」
、
「
外
部
監
査
の
活
用
」
、
「
書
面
監
査
の
受
検
」
及
び
「
実
地
監
査

の
受

検
」
の
欄

に
お

い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事

項
が
「
有

」
の
場

合
は

「
○
」
と
、
「
無

」
の
場

合
は
「
×

」
と
し
て
い
る
。

所
轄

庁
№

実
地
監
査
の
受

検
書
面
監
査
の
受

検
外
部
監
査
の
活

用
財

務
諸

表
等

の
届

出
代

議
員

（
人

）
監
事
（
人

）
理
事
（
人
）

資
－
７

 

- 124 -



●
所

轄
庁

ご
と
の
認

可
の
審
査
基
準
の
定
め
・
公
表
等
の
状

況

【
企

業
年

金
基

金
】

＜
本

省
＞

設
立
・
規
約
変

更
の
認
可
に

係
る
審
査
基
準

の
定
め

設
立
・
規
約
変

更
の
認
可
に

係
る
審
査
基
準

の
公
表

設
立

・
規

約
変

更
の
認

可
に

係
る
標

準
処

理
期

間
の
定

め
・

公
表

指
導

監
督

基
準

の
定

め
指

導
監

督
基

準
の
公

表
財

務
諸

表
等

の
備

置
き
の
確

認

監
事
監
査
に

係
る
指
導

法
人
の
監
事

に
対
す
る
研
修

法
人
に
お
け
る

業
務
運
営
の

自
主
点
検
に

資
す
る
点
検

シ
ー
ト
等
の
作

成
厚

生
労

働
省

本
省

○
○

○
○

○
－

○
×

×

＜
地

方
厚

生
（
支

）
局
＞ 地

方
厚
生

（
支
）
局
長
に

委
任
さ
れ
た
規

約
変
更
の
認

可
に
係
る
審
査

基
準
の
定
め

地
方
厚
生

（
支
）
局
長
に

委
任
さ
れ
た
規

約
変
更
の
認

可
に
係
る
審
査

基
準
の
公
表

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
に

委
任

さ
れ
た
規

約
変

更
の
認

可
に
係

る
標

準
処

理
期

間
の

定
め
・
公

表

指
導

監
督

基
準

の
定

め
（
地

方
厚

生
（
支

）
局

独
自

の
も

の
）

指
導

監
督

基
準

の
公

表
（
地

方
厚

生
（
支

）
局

独
自

の
も

の
）

財
務

諸
表
等

の
備

置
き
の
確

認

監
事
監
査
に

係
る
指
導

法
人
の
監
事

に
対
す
る
研
修

法
人
に
お
け
る

業
務
運
営
の

自
主
点
検
に

資
す
る
点
検

シ
ー
ト
等
の
作

成

北
海

道
厚

生
局

×
×

○
×

×
○

○
×

×
関

東
信

越
厚

生
局

×
×

○
×

×
○

○
×

○
東

海
北

陸
厚

生
局

×
×

×
×

×
○

○
×

○
九

州
厚

生
局

×
×

×
×

×
×

○
×

○
（
注
）
１

当
省
の
調
査
（
平

成
2
5
年

４
月

～
７
月

）
の
結

果
に
よ
る
。

２
そ
れ
ぞ
れ
の
欄

で
整

理
し
て
い
る
事

項
が
「
有

」
の
場
合
は
「
○
」
と
、
「
無
」
の
場
合
は
「
×
」
と
し
て
い
る
。

３
＜
厚
生
労
働
省

本
省

＞
の
「
財

務
諸

表
等

の
備

置
き
の
確
認
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
本
省
で
監
査
を
実
施
し
な
い
た
め
（
地

方
厚

生
（
支

）
局

で
監

査
を
実

施
の
た
め
）
「
－

」
と
し
て
い
る
。
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●
調

査
し

た
設

立
認

可
法

人
の

役
員

数
、

財
務

諸
表

等
の

届
出

の
状

況
等

【
広

域
臨

海
環

境
整
備
セ
ン
タ
ー
】

貸
借

対
照

表
損

益
計

算
書

事
業

報
告

書
監

事
の

意
見

書

大
阪

湾
広

域
臨

海
環

境
整

備
セ

ン
タ

ー

国
土

交
通

省 ・
環

境
省

8
1
7

2
○

○
○

○
○

×

（
注

）
１

当
省

の
調

査
（
平

成
2
5
年

４
月

～
７

月
）
の

結
果

に
よ

る
。

２
「
財

務
諸

表
等

の
届

出
」
、

「
外

部
監

査
の

活
用

」
及

び
「
立

入
検

査
の

受
検

」
の

欄
に

お
い

て
そ

れ
ぞ

れ
の

事
項

が
「
有

」
の

場
合

は
「
○

」
と

、
「
無

」
の

場
合

は
「
×

」
と

し
て

い
る

。

●
所

轄
庁

の
認

可
の

審
査

基
準

の
定

め
・
公

表
等

の
状

況

【
広

域
臨

海
環

境
整
備
セ
ン
タ
ー
】

国
土

交
通

省

環
 

境
 省

（
注

）
１

当
省

の
調

査
（
平

成
2
5
年

４
月

～
７

月
）
の

結
果

に
よ

る
。

３
「
指

導
監

督
基

準
の

定
め

」
及

び
「
監

事
監

査
に

係
る

指
導

」
の

欄
の

「
×

」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
項

が
「
無

」
で

あ
る

こ
と

を
示

す
。

指
導

監
督

基
準

の
定

め

外
部

監
査

の
活

用
立

入
検

査
の

受
検

財
務

諸
表

等
の

届
出

所
轄

庁
管

理
委

員
会

委
員

（
人

）
理

事
（
人

）
監

事
（
人

）

監
事

監
査

に
係

る
指

導
指

導
監

督
基

準
の

公
表

認
可

の
審

査
基

準
の

定
め

・
公

表
認

可
に

係
る

標
準

処
理

期
間

の
定

め
・
公

表

× ×

２
「
認

可
の

審
査

基
準

の
定

め
」
、

「
審

査
基

準
の

公
表

」
及

び
「
認

可
に

係
る

標
準

処
理

期
間

の
定

め
・
公

表
」
に

つ
い

て
は

、
広

域
臨

海
環

境
整

備
セ

ン
タ

ー
は

、
行

政
手

続
法

第
４

条
第

２
項

に
よ

り
、

同
法

第
５

条
が

適
用

さ
れ

な
い

た
め

「
－

」
と

し
て

い
る

。

× ×

－ －

－ －

－ －

資
－
８
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